
2021 年 1月 25 日 

お客さま各位 

株式会社みなと銀行 

 

「新型コロナウイルス感染症」拡大により影響を受けている事業者の皆さまへ（No.9） 

～兵庫県中小企業融資制度の融資限度額拡充について～ 

 

新型コロナウイルスの感染により影響を受けられた皆さまに、心からお見舞い申しあげます。 

5 月 1 日より取扱中の「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額の引上げについ

て、下記の通りご案内させていただきます。本件につきましては、お取引店舗へご相談下さい。 

 

記 

 

「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額拡充 

【概要】 

兵庫県において取扱中の中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資

限度額を現行の４，０００万円から６，０００万円に引上げ。 

 

【詳細】 

①実施日  ２０２１年１月２５日 

②中小企業融資制度の概要 

名称 新型コロナウイルス感染症対応資金 

対象者 セーフティネット保証（４号、５号）、危機関連保証の認定を取得し

た中小企業者、個人事業主 

融資限度額 ６，０００万円（拡充前４，０００万円） 

融資期間 １０年（据置５年）以内 

利率 当初３年間０％（４年目以降０．７％） （※1） 

信用保証料 通常０．８５％・１．０５％から減免あり （※1） 

資金使途 設備・運転資金のほか、信用保証付融資の借換資金 

申込期間 ２０２０年５月１日～２０２１年３月３１日 

その他 本制度への借換により既存県融資制度の利用者や県融資制度以外の

信用保証付融資の利用者も当初３年間の無利子化や保証料の減免を

受けることが可能。 

  （※1） 利子・保証料の減免要件 

個人事業主（小規模企業者） 

売上高減少５％以上・・・① 

利子  ：当初３年間無利子 

保証料 ：０ 

①を除く、中小企業者 

売上高減少１５％以上  

利子  ：当初３年間無利子 

保証料 ：０ 

①を除く、中小企業者 

売上高減少５％以上１５％未満 

保証料 ：１／２ 

 

以上 


